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公益財団法人 東京都 防災・建築まちづくりセンター 確認申請等手数料 
［建 築］                                                                                           （単位 円） 

完了検査 申請区分 

 

 

 

床面積の合計 

建築確認 中間検査 

中間検査なし 中間検査あり 

100㎡ 以内 

のもの 
３２,０００ ３９,０００ ４１,０００ ３９,０００ 

100㎡を超え 

200㎡ 以内 
５０,０００ ５４,０００ ５６,０００ ５４,０００ 

200㎡を超え 

500㎡ 以内 
６８,０００ ７２,０００ ７７,０００ ７５,０００ 

500㎡を超え 

1,000㎡ 以内 
１１１,０００ ９４,０００ １１５,０００ １１３,０００ 

1,000㎡を超え 

2,000㎡ 以内 
１５４,０００ １２９,０００ １５９,０００ １５３,０００ 

2,000㎡を超え 

4,000㎡ 以内 
２７０,０００ １６２,０００ １９５,０００ １７５,０００ 

4,000㎡を超え 

6,000㎡  以内 
３２４,０００ １８８,０００ ２３５,０００ ２１５,０００ 

6,000㎡を超え 

8,000㎡ 以内 
３５０,０００ ２１６,０００ ２７７,０００ ２５７,０００ 

8,000㎡を超え 

10,000㎡ 以内 
３９２,０００ ２４０,０００ ３０６,０００ ２８６,０００ 

10,000㎡を超え 

20,000㎡ 以内 
４７８,０００ ３０４,０００ ３５９,０００ ３３９,０００ 

20,000㎡を超え 

50,000㎡ 以内 
５７０,０００ ３７４,０００ ４４１,０００ ４２１,０００ 

50,000㎡を超え 

100,000㎡ 以内 
１,０８０,０００ ７７２,０００ ８８５,０００ ８６５,０００ 

100,000㎡を超え 

るもの 
１,３８０,０００ ９９０,０００ １,１３０,０００ １,１１０,０００ 

【備 考】１．当センターで確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合（移転を除く）は、当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１。 

（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する床面積） 

     ２．当センターで建築物の移転・大規模の修繕・大規模の模様替・用途変更をする場合の建築確認手数料は、当該移転、修繕模様替又は用途変更に係る部

分の床面積の２分の１。 

     ３．当センターで確認を受けていない建築物の計画変更・検査手数料には、上記で算出した建築確認手数料の半額を加える。 

     ４．手数料の納入方法は、センターの指定する銀行口座へ振込にて支払う。 

     ５．手数料の納入時期は、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター確認業務約款第５条による。 

 

※構造計算適合性判定が必要な物件に関しては、上記料金に下表の料金を加算した額となります。 
 

［構造計算適合性判定手数料］                                                   （単位 円） 

建築物の床面積の合計 構造計算が認定プログラムにより行われたもの 構造計算が認定プログラム以外の方法により行われたもの 

1,000㎡以内のもの １１１，０００ １５９，０００ 

1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの １３７，０００ ２１２，０００ 

2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの １５０，０００ ２４３，０００ 

10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの １９０，０００ ３２２，０００ 

50,000㎡を超えるもの ３２２，０００ ５９０，０００ 

 

［建築設備及び工作物］                                                                               （単位 円） 

完了検査をする場合の手数料      申請区分 

申請 

確認申請をする場合 

の手数料 

計画変更をする場合 

の手数料 

中間検査をする場合 

の手数料 中間検査なし 中間検査あり 

配管など １８,０００ １０,０００ ２４,０００ ２６,０００ ２４,０００ 

昇降機 １８,０００ １０,０００ ２４,０００ ２６,０００ ２４,０００ 

小荷物専用昇降機  ８,０００  ６,０００ １６,０００ １６,０００ １６,０００ 

工作物 １６,０００  ８,０００ １８,０００ １８,０００ １８,０００ 

【備 考】１．昇降機及び小荷物専用昇降機は、１基についての手数料である。 

     ２．手数料の納入方法は、センターの指定する銀行口座へ振込にて支払う。 

     ３．手数料の納入時期は、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター確認業務約款第５条による。 

 

 

［遠距地加算］                                                 （単位 円） 

エリア 区市町村 検査１回あたりの加算額 

Ａエリア 

２３区 

武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、西東京市、東久留米市、小金井市、府中市、 

稲城市、国立市、国分寺市、立川市 
な し 

Ｂエリア 
八王子市、町田市、多摩市、日野市、清瀬市、小平市、東村山市、昭島市、福生市、 

羽村市、武蔵村山市、東大和市、瑞穂町 
４,０００ 

Ｃエリア 青梅市、あきる野市、日の出町、桧原村、奥多摩町 ８,０００ 

【備 考】１．交通不便地等の場所により、上記に想定した検査が実施しがたい場合には、上記に代えて別途計算した実費を加算することができる。 

     ２．島しょ部の業務については、交通費等実費相当額（宿泊を要する場合は、当該宿泊費相当額を含む。）及び1日につき21,000円（適合証明業務の 

現場検査と同時検査となる場合を除く。）を加えた手数料とする。 

 


